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西条市東予市丹原町小松町合併協議会

庁舎の建設の是非検討事項

新市の事務所の位置検討小委員会

西条市東予市丹原町小松町合併協議会

１．新庁舎建設の是非

新庁舎建設の是非

新庁舎を
建設する

新庁舎を
建設しない

【本庁方式の場合の必要面積】
（参考：新居浜市）

敷地面積 約２０，０００㎡
延床面積 約２０，０００㎡
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西条市東予市丹原町小松町合併協議会

参考資料

最近の庁舎建設工事費例

４４１，９９８３，３４７，５００

７，５７３．５６

ＳＲＣ７階

一部３階

松 前 町
（平成１１年２月）

２５４，１８３２，５７７，５７７
１０，１４０．６２

ＳＲＣ５階

重 信 町
（平成12年３月）

３８６，８４０３，１２０，６９５
８，０６７．１５

ＲＣ７階

西条地方局
（平成 9年6月）

㎡当りの単価（円）工事費（千円）延床面積（㎡）団体名

西条市東予市丹原町小松町合併協議会

２－（１）新庁舎を建設する場合

①建設位置の検討

建設場所を
検討する

新しい場所に建設
する

既存の施設を一部
利用し、必要部分を
新たに建設する

新市の事務所を
建設する場所を
選定する

２市２町の事務所の
内、どこを利用する
のかを決定する



3

西条市東予市丹原町小松町合併協議会

２－（１）新庁舎を建設する場合

②建設時期の検討

合併前に着手する
合併後、

すぐに着手する
合併後、

何年以内に着手する

当分の間の事務所の位置、
事務の方法を検討する

合併までに工期が足り
ず、間に合わない

いつ、建設するのかを
検討する

西条市東予市丹原町小松町合併協議会

２－（１）新庁舎を建設する場合

合併特例債の適用を受けて
建設する

新市建設計画に
組み入れる

新市建設計画に
組み入れない

当分の間は現状のまま
で移行し、新市になって
検討する

場所・建設時期
等を特定する

計画の変更が
出来るように、
緩やかな表現

③合併特例債の適用の是非

合併特例債
464億円

ＹＥＳ ＮＯ
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西条市東予市丹原町小松町合併協議会

参考資料

合併特例債適用事業

合併後の市町のまちづくりのための建設事業に対する財政措置

□ 標準全体事業費は４６４億円

□ 対象事業

① 合併市町の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的

施設の整備事業（道路、橋梁、トンネル、運動公園等）

② 合併市町の均衡ある発展に資するために行う公共的施設の
整備事業（福祉施設、文化施設、体育施設等重複を避ける施設整備）

③ 合併市町の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う
公共的施設の統合整備事業（類似の目的を有する公共的施設の統合）

西条市東予市丹原町小松町合併協議会

①事務所の事務の方式の検討

３－（１）新庁舎を建設しない場合

事務所の事務の
方式を決定する

本庁方式 分庁方式総合支所方式

※ 第４回小委員会で検討の予定
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西条市東予市丹原町小松町合併協議会

参考資料

本庁等における職員数（正規職員）

１９，５８８㎡

２，９７８㎡

３，８０９㎡

５，５４３㎡

７，２５８㎡

延面積

３７㎡

４６㎡

４１㎡

３６㎡

３３㎡

一人

当たり

地域福祉保健センター ５人

第２別館（水道課） ４人
６５名小松町

５２９名計

９２名

１５３名

２１９名

本庁内

保健センター ６人
丹原町

総合福祉センター（人権啓発センター・
保健介護課・福祉事務所） ３１人

別棟（選管） ２人 ・水道課 １０人
東予市

市民センター（選管・教委・保健セン
ター・高齢福祉課） ６０人西条市

その他団体名

平成１４年４月１日現在

西条市東予市丹原町小松町合併協議会

参考資料

主な公共的団体事務局の所在

本庁舎内本庁舎内本庁舎内市民センター
内

土地改良区
連合会

デイサービスセン
ター（地域福祉保
健センター内）

デイサービスセン
ター（保健セン
ター内）

デイサービスセン
ター（総合福祉セ
ンター内）

観光協会その他

地域福祉保健
センター内

福祉センター
内

総合福祉

センター内

市民公園事
務所内

シルバー

人材センター

地域福祉保健
センター内

福祉センター
内

総合福祉

センター内

産業情報支
援センター内

社会福祉

協議会

小松町丹原町東予市西条市団体名


